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第２章 人づくり革命 

 

１．幼児教育の無償化 

 

（具体的内容） 

子育て世帯を応援し、社会保障を全世代型へ抜本的に変えるため、幼児教育の

無償化を一気に加速する。広く国民が利用している３歳から５歳までの全ての

子供たちの幼稚園、保育所、認定こども園の費用を無償化する。なお、子ども・

子育て支援新制度の対象とならない幼稚園については、公平性の観点から、同制

度における利用者負担額を上限として無償化する。 

幼稚園、保育所、認定こども園以外の無償化措置の対象範囲等については、専

門家の声も反映する検討の場を設け、現場及び関係者の声に丁寧に耳を傾けつ

つ、保育の必要性及び公平性の観点から、来年夏までに結論を出す。 

０歳～２歳児が９割を占める待機児童について、３歳～５歳児を含めその解

消が当面の最優先課題である。待機児童を解消するため、「子育て安心プラン」

を前倒しし、2020年度までに 32万人分の保育の受け皿整備を着実に進め、一日

も早く待機児童が解消されるよう、引き続き現状を的確に把握しつつ取組を進

めていく。こうした取組と併せて、０歳～２歳児についても、当面、住民税非課

税世帯を対象として無償化を進めることとし、現在は、住民税非課税世帯の第２

子以降が無償とされているところ、この範囲を全ての子供に拡大する。 

 

 

（実施時期） 

こうした幼児教育の無償化については、消費税率引上げの時期との関係で増

収額に合わせて、2019年４月から一部をスタートし、2020年４月から全面的に

実施する。 
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